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第 4期いの町健康増進計画・第 3期いの町食育推進計画・第 2期いの町自殺対策計画 

策定支援業務プロポーザル実施要領 

  

1．業務概要 

(1) 業務名  

第 4期いの町健康増進計画・第 3期いの町食育推進計画・第 2期いの町自殺対策計

画策定支援業務  

(2) 業務の目的 

第 4期いの町健康増進計画・第 3期いの町食育推進計画・第 2期いの町自殺対策計

画策定支援業務仕様書のとおり 

(3) 業務内容 

第 4期いの町健康増進計画・第 3期いの町食育推進計画・第 2期いの町自対策計画

策定支援業務仕様書のとおり 

(4) 業務期間 

契約締結日から令和 7年 3月 31日まで  

 

2．見積限度額  

金 4,288,000円（消費税及び地方消費税を含む。）を上限とする。 

  

3．参加資格要件  

次の要件を満たす者とする。なお、参加者が参加要件を満たさなくなった場合は、そ

の時点で失格とする。  

(1)地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167条の 4第 1項の規定に該当しない

者であること。 

(2)破産法（平成 16年法律第 75号）に基づく破産手続開始の申立て、会社更生法（平成

14年法律第 154号）に基づく会社更生手続開始の申立て、特定債務等の調整の促進の

ための特定調停に関する法律（平成 11年法律第 158号）に基づく特定債務等の調整に

係る調停の申立て又は民事再生法（平成 11年法律第 225号）に基づく再生手続開始の

申立てのいずれも行っていない者であること。 

(3)会社法（平成 17 年法律第 86 号）に基づく清算の開始又は破産法（平成 16 年法律第

75号）に基づく破産の申立てがなされている者でないこと。 

(4)プロポーザル方式により受託候補者を決定しようとする業務（以下「該当業務」とい

う。）の実施年度において、いの町一般競争(指名競争)入札参加資格を有している者で

あること。 

(5)いの町建設工事指名停止措置要綱又は指名回避措置基準要領に基づき指名停止等の

措置を受けていない者であること。 

(6)いの町の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則第 2条第 2項第 5号に掲げ

る排除措置対象者に該当しない者であること。 

(7)個人情報を取り扱うため、一般財団法人日本情報経済社会推進協会が定めるプライバ
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シーマークの認定、もしくは同等の第三者評価を複数回更新した実績を有しているこ

と。（法人認定ではない担当者の個人資格は不可） 

(8)同種の計画の策定支援の実績があること。 

 

4．参加方法  

(1) 提出書類 

以下に掲げる書類を提出するものとし、指定なきものは A４サイズの任意様式とする。  

 
提出書類 

部

数 
備 考 

1 参加申込書 1部 別紙様式 2による 

2 業務受託実績書 1部 別紙様式 3による 

3 企画提案書 1部 別紙様式 4による 

4 
管理責任者（技術責

任者）調書 
1部 別紙様式 5による 

5 業務実施体制図 1部 別紙様式 6による 

6 
業務の実施方法及び

手法 
6部 

以下を記載すること。 

・仕様書に基づく事業の具体的な実施手 

法 

・事業スケジュール 

・その他ＰＲ事項等 

7 

プライバシーマーク

登録証または第三者認

定の認証書類 

6部 複写可 

8 事業所概要 6部 事業所パンフレットでも可 

9 見積書 1部 

金額及び内訳を記載すること。（できる限

り細かく明示し、各種費用の単価、内訳

及び金額の根拠を記載） 

 

(2) 提出期限  

    令和 6年 2月 13日（火）午後 5時まで  

(3) 提出場所  

   いの町ほけん福祉課  

〒781-2110 高知県吾川郡いの町 1400番地 すこやかセンター伊野 

(4) 提出方法  

郵送又は持参  

  ※郵送の場合は提出期限必着とする。また、受取日時及び配達されたことが証明でき 

る方法によることとし、郵便事故等により申込書類等が提出先に到達しなかったこ 

とによる異議を申し立てることはできません。 

  ※持参の場合は、平日午前 8時 30分～午後 5時のみ受け付ける。 
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5．提案の審査方法 

  企画提案書等の審査は、いの町が設置する「第 4 期いの町健康増進計画・第 3 期いの

町食育推進計画・第 2 期いの町自殺対策計画策定支援業務プロポーザル審査委員会」が

別記「第 4 期いの町健康増進計画・第 3 期いの町食育推進計画・第 2 期いの町自殺対策

計画策定支援業務プロポーザル方式評価項目及び評価基準」に基づき、提案書による書

類審査及びプレゼンテーションを行い、受託候補者を決定する。 

  なお、審査は非公開とし、参加を申し込んだ事業者が 1 社であっても、審査会は実施

する。 

 

6．事業者選定及び審査結果 

(1)審査方法 

   審査については、企画提案書に基づきプレゼンテーションを実施し、業務実績、業

務実施体制、企画提案内容（プレゼンテーション・ヒアリング内容）及び見積金額等

を審査基準に基づき総合的に評価し、決定する。 

  ①日 時 令和 6年 2月 21日（水）午前 10時から 

      （1社あたり提案説明 20分、質疑応答 10分） 

  ②場 所 すこやかセンター伊野 中会議室 2 

  ③その他 説明の順番、時間についてはいの町が提出書類を受理した順により決定し、

追って通知する。 

  ④審査員 「第 4 期いの町健康増進計画・第 3 期いの町食育推進計画・第 2 期いの町

自殺対策計画策定支援業務プロポーザル審査委員会設置要領」に定めた５

名（当該計画内容に関連する担当課長等） 

(2)審査結果の通知 

   審査結果は、令和 6年 2月 29日（木）以降、町公式ホームページで公表するととも

に、プロポーザル参加者全員に「審査結果通知書」を文書で送付する。 

(3)優先交渉権の決定 

   審査後、選定者と提案書等の内容をもとに、業務の遂行に必要な具体的な履行条件

等の交渉を行う。この交渉が不調の時は次点者と交渉するものとする。 

 

7．本件に関する問合せ等 

 実施要領、仕様書等に係る質問は、質問票（様式 1）によるものとし、電子メール又は

FAXで受付を行う。質問内容及び回答については、町公式ホームページで公表する。 

※確認ミス防止のため、送信後に送信した旨を電話連絡すること。 

 ①問合期限 令和 6年 1月 15日（月）午後 5時まで 

 ②回 答 日 令和 6年 1月 25日（木）を期限として公表 

 

8．留意事項  

(1)提案書等の提出書類が期限までに提出されなかった場合は、いかなる場合においても
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提案書を受理することはできない。 

(2)予算規模の上限額を超えた見積書を提示した企画提案は、審査対象から除外する。 

(3)提案書等の提出書類の作成に係る費用については、提出者の負担とし参加報酬（報償

費）等は支払わない。 

(4)提出された提案書等は返却しない。 

(5)提出された提案書等は必要に応じて複写（ほけん福祉課担当職員に限る）する。 

(6)提出期限以降の提案書類等の差替え及び再提出は認めない。 

(7)提案書等の提出書類は、いの町情報公開条例に基づく開示請求があった場合には対象

文書として原則開示することとなる。ただし、事業を営む上で、競争上又は事業運営

上の地位その他正当な利益を害すると認められる情報は、同条例第 6 条第 1 項第 3 号

の規定により非開示となるので、提出書類の該当部分と非開示とする具体的な理由を

様式第 2 号に記入し提出すること。開示、非開示の判断は、様式第 2 号により提出さ

れた具体的な理由を参考に、同条例に基づきいの町が客観的に判断することとする。 

(8)提出された書類等の記載事項が虚偽であることが判明した場合、その時点で失格とす

る。 

(9)参加業者が複数でない場合においても、提出書類からその内容及び能力について検討

し、業務委託実施を行うか判断する。  

 

9．問い合わせ先  

   〒781-2110  高知県吾川郡いの町 1400番地 すこやかセンター伊野 

担当部署 いの町ほけん福祉課 担当：戸梶、新谷 

電 話（088）893－3811  

ＦＡＸ（088）893－1101  

E-mail  hokenhukushi@town.ino.lg.jp  

 

 

 

 

 


